
日本学生支援機構奨学金（大学院）の利用手続きについて 
（担当：学生支援課） 

 
日本学生支援機構の奨学金は、大学等の学生を対象とした国が実施する奨学金です。 

学生が自立して学ぶことを支援するために、学生本人に貸与し、卒業後本人が返還していくものです。 
 
１ 学士４年次に申込みをし、採用候補者となっている方（大学院予約採用） 

 日本学生支援機構の奨学金を学士４年次に申し込み、「採用候補者決定通知」を受け取った方は、

入学後の「進学届」の提出後に正式採用となります。採用候補者に決定しても「進学届」が未手続き

のままでは正式採用にはなりません（奨学金の振込はありません）。 
 
（１）入学後の手続き 
 入学後に必要書類を期日までに提出してください。書類確認後に「進学届」の提出方法についてお

知らせします。詳しくは、本学ウェブページ「大学院予約採用」を確認してください。 
【大学院予約採用】https://www.kochi-tech.ac.jp/student/scholarship/masters.html 
 
（２）入学後の手続きスケジュール（目安） 
STEP１ ４月上旬   「採用候補者決定通知【提出用】」等の必要書類を大学へ提出する 
STEP２ ４月下旬まで 大学から学校識別番号（ID）及びパスワード受け取り後、日本学生支援機

構ウェブサイト（スカラネット）から「進学届」を提出する 
STEP３ ５月中旬   奨学金初回振込み（４月、５月分まとめて振込み） 
STEP４ ６月上旬   採用書類（「奨学生証」、「返還誓約書」等）受取り 
STEP５ ７月中旬まで 大学へ「返還誓約書」提出 
※採用書類の受け取り及び「返還誓約書」の提出前に奨学金の振込みが開始されます。返還誓約書は

期日までに大学へ提出してください。 
 
２ 入学後に奨学金の申込みを希望する方（在学定期採用） 

入学後も日本学生支援機構奨学金の申込みは可能です。入学後にポータルシステムより案内しま

す。申込み希望の方は、必要書類を提出期日までに提出してください。詳しくは、本学ウェブページ

「在学定期採用（大学院）」を確認してください。 
【在学定期採用（大学院）】https://www.kochi-tech.ac.jp/student/scholarship/post-65.html 
 
※修士課程学生のみ：授業料後払い制度の利用可能※ 
この奨学金は、無利子の変形型奨学金です。大学院修了後、所得に応じて奨学金の返還が必要です。

以下の２つで構成される奨学金となり、機関保証への加入が必須で第一種奨学金と併用はできませ

ん。 
（１）授業料支援金（授業料に充当する奨学金）※年単位で大学へ振込み 
（２）生活費奨学金 ※月単位で学生へ振込み 
 
 

https://www.kochi-tech.ac.jp/student/scholarship/masters.html
https://www.kochi-tech.ac.jp/student/scholarship/post-65.html


３ 大学院第一種奨学金「特に優れた業績による返還免除制度」について 

日本学生支援機構では、大学院第一種奨学金の貸与を受けた学生のうち、その貸与中に特に優れた

業績を挙げた者として機構が認定した場合に奨学金の返還（全額または半額）が免除される制度（特

に優れた業績による返還免除制度）があります。募集開始は、貸与終了年度の１月頃です。 
研究面での顕著な成果等の業績により審査されるため、申請には業績を証明する資料の提出が求

められます。 
 また、特に優れた業績を挙げたと認められる者で、かつ教職課程を履修し、一定の条件（専修免許

状取得、正規教員として採用となる者等）を満たすものは、教員枠での申請が可能となり、奨学金の

全額が返還免除となります。 
    
４ 在学による奨学金の返還期限猶予について 

学士課程時に日本学生支援機構の貸与奨学金を利用し、本学大学院在学中は奨学金返還期限の猶

予（先送り）を希望する場合は、大学院入学後にスカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提

出してください。未提出の場合は貸与期間終了の翌月から数えて７か月目より返還が開始されます。

（大学院在学中に返還を開始する場合は「在学猶予願」の手続きは不要です。） 
 
●2026 年度入学生手続き開始時期：2026 年４月下旬以降 
手続き開始後、ポータルシステムより通知します。 
 

 手続き内容について、詳しくは、本学ウェブページ「貸与奨学金：在学猶予願の手続き（学士・大

学院）」を確認してください。 
【貸与奨学金：在学猶予願の手続き（学士・大学院）】 
https://www.kochi-tech.ac.jp/student/scholarship5/post-73.html 
 
なお、学士４年次の大学院奨学金予約採用申込者で、申込時に学士課程在学時に貸与を受けていた

奨学金の奨学生番号（前奨学生番号）を入力していれば、「在学猶予願」を提出する必要はありませ

ん。ただし、予約採用を辞退した方は、「在学猶予願」の提出が必要です。 
 
 
 

＜お問い合わせ先＞ 
学生支援課 奨学金担当 
電 話：0887-53-1118 
メール： student @ml.kochi-tech.ac.jp 

https://www.kochi-tech.ac.jp/student/scholarship5/post-73.html

